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揖龍保健衛生施設事務組合ＬＥＤ照明器具購入に伴う仕様書 

 

１ 業務名 

  揖龍保健衛生施設事務組合ＬＥＤ照明器具購入 

 

２ 納入場所 

① 揖保郡太子町佐用岡７３２番地  揖龍火葬場（筑紫の丘斎場） 

② たつの市揖西町前地５１３番地１ 揖龍クリーンセンター 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日 

 

４ 購入器具 

   別紙「照明姿図１」、「照明姿図２」及び「ＬＥＤ照明仕様一覧表」に示すＬＥＤ照明器具 

※同等品性能を有する器具でも可能とするが、入札募集情報に記載の質問期日（５月２２日（金）

１５時）までに必ず衛生業務課に仕様書又はカタログをメールに添付し、了承を受けること。 

なお、消費電力については、既設照明以下になること。 

 

５ 提出書類（施設ごとに作成） 

（１）使用器具一覧及び器具取扱説明書 

（２）保証書 

（３）写真（作業前、作業中、作業後） 

（４）完成図 

（５）最終内訳書 

 

６ 仕様 

（１） 使用する照明器具は、一般社団法人日本照明工業会の正会員である国内製造企業の製品とする。 

（２） 使用する材料は全て新品とする。 

（３） 管球を取り外し、点灯を間引きしている照明器具についてもＬＥＤ照明器具を設置する。 

（４） 照明器具の保証期間は５年とする。 

 

７ 現地説明会 

令和８年５月１８日（月）または１９日（火）の午前９時より、揖龍火葬場（筑紫の丘斎場）の説明を 

行い、その後、揖龍クリーンセンターへ移動することとする。ただし、現場での口頭による質疑応答は認 

めないため、質問がある場合は入札公告に定めるところにより、所定の期日までに提出することとする。 

（質問書提出期限：令和８年５月２２日（金）１５時まで） 

 

８ 特記事項 

（１） 器具の購入、設置、試験調整及び既存機器の撤去、処分等は、すべて本業務に含むものとする。 

（２） 設置前に現地調査及び回路調査、分電盤調査等を行い、調査等において仕様書との相違を発見

した場合には、速やかに当組合へ報告し、協議すること。 

（３） 作業日程及び個別の作業場所での作業時間帯の決定に当たっては、履行場所の管理者と協議した

上で、実施すること。 

① 揖龍火葬場（筑紫の丘斎場）は、原則、友引の８時３０分から１７時または夕方から夜間とす

る。 
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なお、火葬業務等で作業が中断及び延期になる場合が想定されるため、その際は臨機応変に

対応すること。 

② 揖龍クリーンセンターは、土曜日の８時３０分から１７時とする。 

（４） 取り外した部材等については、発注者の指示のあったものを除いて関係法令を遵守し受注者の責任

において適切に処分すること。 

（５） 本件に関する必要な電力は発注者負担とする。 

（６） 受注者は、業務の進捗に関して発注者に対して定期的に報告を行い、設置作業を施工する上で

の詳細な事項については、発注者の指示に従うこと。 

（７） 受注者は、設置後、事故等の緊急時には直ちに現場に到着し、対処すること。 

（８） 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、双方協議の上決定するものとする。 

 

９ 検査及び引渡し 

受注者は、業務を完了したときは、必要な書類を遅滞なく発注者に提出することとし、検査に合格

したときは契約目的が履行され、受注者から発注者に引き渡されたものとする。 

 

10 契約不適合責任 

（１） 受注者は、発注者の検査合格後１年の期間契約不適合責任を負うものとする。 

（２） 契約の内容に適合しない目的物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその旨を受注者

に通知したときは、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償

の請求及び契約の解除をすることができる。 


